
（平成２１年８月１２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 12 件

国民年金関係 7 件

厚生年金関係 5 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 10 件

国民年金関係 7 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認宮城地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



宮城国民年金 事案 924 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年 10 月から 45 年６月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44 年 10 月から 45 年６月まで 

私が、20 歳になったとき、私の母が「国民年金に加入しなければと

思い、加入手続をして保険料を納付した。」と言っている。申立期間当

時、地区の集金人が自宅に来ていて、母が現金で保険料を納付している

ところを時々見ていた。申立期間について納付済期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の母が、申立人及び申立人の父母の国民年金保険料を

納付したと主張しているところ、申立期間及び母の昭和 62 年４月から同

年 12 月までの期間を除き、申立人及び父母の国民年金保険料に未納は無

いことから、申立人の母は、保険料の納付意識が高かったことがうかがえ

る。 

また、申立人及び申立人の父母の保険料の納付日が、おおむね同一日で

あることを踏まえると、申立人の母が、申立人の保険料だけを納付しなか

ったとすることは不自然である。 

さらに、社会保険事務所が保管する国民年金被保険者台帳（マイクロフ

ィルム）によると、申立人の国民年金手帳記号番号の払出日（昭和 47 年

４月 11 日）以前の一部期間の保険料は、特例納付や過年度納付されたこ

とが確認できることから、申立人の母は、加入手続以前の保険料納付に努

めていたことがうかがえる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



宮城国民年金 事案 925 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 37 年７月から 38 年３月までの国民年

金保険料免除期間については、追納していたものと認められることから、

納付記録を訂正することが必要である。 

また、申立期間のうち、昭和 38 年４月から 42 年４月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年４月から 38 年３月まで 

② 昭和 38 年４月から 42 年４月まで 

③ 昭和 45 年 10 月から平成６年７月まで 

    Ａ市に住んでいた昭和 40 年代に国民年金保険料をさかのぼって納付

することが可能と言われた。申立期間①及び②の保険料を納付するため

Ｂ銀行Ｃ支店の定期預金を解約し、妻が夫婦二人の分の保険料を自宅で

集金人に一括で支払った。 

昭和 52 年にＤ町に住所を移し、付加年金制度について説明を受け、

制度ができた 45 年 10 月までさかのぼって納付が可能と言われた。夫婦

二人分の付加保険料を納付するため、Ｂ銀行Ｃ支店の定期預金を解約し、

妻が自宅で集金人に一括で支払った。それ以後、60 歳になるまで付加

保険料を納付した。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は国民年金加入期間について、申請免除期間及び申立期間②を除

き、国民年金保険料をすべて納付しており、納付意識は高かったものと考

えられる。 

また、申立人は申立期間直後の昭和 42 年５月から 48 年３月までの国民

年金保険料を第２回目の特例納付により納付している上、同年４月から

51 年３月までの期間、56 年２月から同年３月までの期間及び 58 年２月か



ら同年３月までの期間の国民年金保険料を過年度納付していることが確認

できることから、未納期間を無くそうと努めていたことがうかがえる。 

さらに、免除期間に係る追納及び特例納付は、先に経過した月の分から

順次行うものとされているところ、その当時に申立期間②が未納であった

場合、その期間に充当されるべきものであり、Ｅ社会保険事務局では、

｢前詰めで行わないよう指示していた通知は確認できない。｣としているこ

とから、申立期間②の直後である昭和 42 年５月から 48 年３月までの国民

年金保険料を 50 年 12 月２日に特例納付した時点では、申立期間②につい

て、納付済期間として認識されていたと推認できる。 

加えて、申立人と一緒に国民年金保険料を納付していたとする申立人の

妻の保険料は、申立期間①及び②を含む昭和 37 年４月から 46 年３月まで

の期間について、47 年７月 28 日に特例納付されていることが確認できる

ことから、申立期間①のうち、この時点で 10 年が経過し追納することが

できない 37 年４月から同年６月までの期間を除く同年７月から 38 年３月

までの期間及び申立期間②について、申立人の国民年金保険料を納付しな

かったとは考え難い。 

一方、申立期間③のうち、申立人が付加保険料を納付したとする昭和

52 年の時点では、昭和 48 年度から 51 年度までの付加保険料をさかのぼ

って納付することができない上、申立人が付加保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに付加保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、社会保険事務所が保管する国民年金被保険者台帳（マイクロフィ

ルム）では、申立人及びその妻が付加保険料を納付したとする記録は見当

たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 37 年７月から 38 年３月までの国民年金保険料を追納していたともの

認められる。また、申立期間のうち、同年４月から 42 年４月までの国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



宮城国民年金 事案 926 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年３月の国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年３月 

② 昭和 57 年 10 月から 61 年３月まで 

    昭和 46 年３月ごろ、新聞等の国民年金加入促進の記事を見て、任意

加入の手続を行い、その後、60 歳になるまで国民年金保険料を納付し

てきたと思っていたが、社会保険庁の記録では、同年３月及び 57 年 10

月から 61 年３月までの期間が未納となっていると言われた。 

しかし、一度加入して途中で納付しなくなることはしていないので、

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、１か月と短期間であるとともに、申立人は新聞

の国民年金加入促進記事を見て昭和 46 年３月ごろ加入手続を行ったとし

ており、任意加入しながら、加入当初の申立期間①についての国民年金保

険料を納付しなかったことは不自然である。 

また、申立人は、申立期間①及び②以外の期間の国民年金保険料につい

てはすべて納付済みである。 

   一方、Ａ市が管理する国民年金被保険者名簿（電算データ及び紙名簿）

及び社会保険事務所が保管する国民年金被保険者台帳（マイクロフィル

ム）によると、申立人は昭和 57 年 10 月 30 日に資格を喪失した記録とな

っていることから、申立期間②については未加入期間であり、保険料を納

付することはできない期間である。 

   また、Ａ市が管理する国民年金被保険者名簿（電算データ及び紙名簿）、

社会保険庁のオンライン記録及び社会保険事務所が保管する国民年金被保



険者台帳（マイクロフィルム）によると、申立期間当時近くに住んでおり、

頻繁に行き来していたとする申立人の姉も、申立人と同日の昭和 57 年 10

月 30 日に国民年金被保険者の資格を喪失し、61 年３月 31 日まで未加入

との記録となっている。 

さらに、申立人に対して、別の国民年金手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらない上、申立期間②について、申立

人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）は無く、ほかに保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 46 年３月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



宮城国民年金 事案 927 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年８月から 59 年 11 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 57 年８月から 59 年 11 月まで 

    社会保険庁の記録によると、申立期間は国民年金に未加入となってお

り、国民年金保険料の納付の事実が確認できなかった。 

昭和 59 年 12 月に厚生年金保険に加入するまで、国民年金保険料は納

税貯蓄組合長をしていた同居の義父を通じて必ず納付していたので、未

加入になっているのはおかしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間以前の納付状況をみると、昭和 47 年４月に国民年金

に任意加入し、申立期間の直前である 57 年７月まで国民年金保険料を納

付していることから、納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立人は、国民年金保険料の納付方法について、毎月納付できる

分だけ申立人の義父に現金を渡し、不足分はボーナスでまとめて納付した

としているところ、申立人から提出された申立期間の一部に係る家計簿

（昭和 58 年分）に記載されている保険料（支出科目欄には「納税」と記

載）の年間支出合計額と当時の保険料の年間合計額はおおむね一致してい

る上、当該支出は、納税貯蓄組合が徴収していた税金（町県民税、国民健

康保険税、固定資産税及び軽自動車税）である可能性は低いほか、申立人

の世帯には、当時、ほかに国民年金に加入している者はいなかったことを

踏まえると、申立人の国民年金保険料であると考えられる。 

さらに、当時、申立人の夫の仕事や、家族の住所及び経済状況に変化は

無く、保険料を納付できない理由や自ら被保険者資格を喪失する理由も見

当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



宮城国民年金 事案 934 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年 10 月から同年 12 月までの国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年１月から 41 年３月まで 

          ② 昭和 43 年 10 月から 46 年３月まで 

          ③ 昭和 53 年 10 月から同年 12 月まで 

    昭和 38 年ごろ、Ａ区内にある店で働いていた時に、区役所の女性が

来て、国民年金保険料の集金をしていた。その後は、区役所へ行ったり、

集金人にお願いしたりして、納めていた記憶がある。 

修業を終えてからは、区役所へ行って納めた記憶があるが、領収書は

現在残っていない。 

申立期間の国民年金保険料は未納のはずがないと思う。もう一度、照

合をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③については、３か月と短期間であるとともに、前後の約 12

年間はすべて国民年金保険料が納付されている上、直前及び直後の期間は

過年度納付されていることを踏まえると、申立期間③のみが未納とされて

いるのは不自然である。 

一方、申立期間①及び②については、申立人は国民年金保険料の納付金

額、納付時期等に関する記憶が不明確である上、申立人が国民年金保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も無く、ほ

かに申立期間について、申立人の保険料が納付されていたことをうかがわ

せる周辺事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 53 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料を納付していたもの

と認められる。 



宮城国民年金 事案 935 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 37 年３月まで 

父がＡ納税組合を作り、組合長となって国民年金保険料の集金もして

いた。父が私の国民年金への加入手続をし、保険料の納付もしていたこ

とを覚えている。 

申立期間は父にとって嫁である私の妻の分が納付済みとなっているの

に、息子の私の分が未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 12 か月と短期間である上、申立人は申立期間を除く国民年

金加入期間については、すべて国民年金保険料を納付しているとともに、

厚生年金保険との切替手続も適切に行われている。 

また、社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿によれば、

申立人並びに申立期間に同居していた申立人の妻及び申立人の両親の手帳

記号番号は、昭和 36 年３月７日に連番で払い出されており、申立期間の

両親及び妻の記録は､納付済みとなっている。 

さらに、Ｂ市が保管する国民年金被保険者名簿によれば、昭和 37 年４

月から 44 年 12 月までの申立人、妻及び母親の納付日は３人共に同一日で

あることから、父親が家族の国民年金保険料を一括して納付していたと推

認できるところ、申立期間の妻と母親の保険料は 49 年９月に特例納付で

納付されていることから、父親が申立人の保険料のみ納付しなかったとは

考え難く不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると､申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



宮城国民年金 事案 936 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年９月から 51 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 50 年９月から 51 年３月まで 

             ② 昭和 52 年１月から 52 年３月まで 

    国民年金については、母が加入手続をして、私が保険料を納付してい

た。 

昭和 56 年から平成２年ぐらいまでの間に、国民年金保険料を全部納

めたか心配になり、社会保険事務所へ電話で確認したところ、「全部、

納めています。」との返事で安心していたのに、10 か月の未納期間が

あるのは納得できない。 

申立期間は、確かに保険料を納めたので、申立期間を保険料の納付済

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については７か月と短期間である上、申立人は 20 歳に達し

た日に国民年金に加入してから平成 20 年度まで、厚生年金保険加入期間

及び申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付するとともに、うち 24

年間は国民年金保険料を前納していることから、国民年金に関する意識は

高いと考えられる。 

また、申立期間①については、Ａ市が保管する国民年金被保険者名簿

（紙台帳）によると、資格再取得日が昭和 50 年９月 21 日となっているこ

とから、同市から納付書が発行されたと考えるのが自然である。 

さらに、申立人が結婚し国民年金の種別変更を届け出た昭和 51 年５月

24 日の時点において、申立期間①は過年度納付が可能な期間でもあり、

Ａ市では、社会保険事務所から過年度納付書を預かっていたことから納付



書の発行が可能であった。 

一方、申立期間②については、申立人は、領収印が無い未使用の国民年

金保険料納付書兼納付済通知書を所持していることから、保険料を納付し

ていないことが確認できる。 

また、申立人は、別の納付書で納付したと主張しているが、Ａ市では、

上記納付書以外は発行していないとしている。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 50 年９月から 51 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



宮城厚生年金 事案 755 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における資格喪失日は、平成５年 11 月 12 日であると認め

られることから、厚生年金保険被保険者の資格喪失日を訂正することが必

要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については 20 万円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成５年７月 31 日から６年３月まで 

    私は、社会保険事務所の職員が自宅に来て、Ａ社に一緒に勤務してい

た同僚の厚生年金保険の加入記録について、訂正が行われたので申立て

をするように言われ、申立書を提出したところ、申立期間が同僚と同一

でないため改めて申立書を提出するように言われた。 

    給与明細書等は所持していないが、勤務していたのは確かなので厚生

年金保険加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び元同僚の証言により、申立人は申立期間におい

てＡ社に継続して勤務していたことが確認できるが、社会保険庁のオンラ

イン記録では、平成５年７月 31 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失

している。 

   一方、社会保険庁のオンライン記録では、平成５年 11 月 12 日に、同年

年７月 31 日の資格の喪失及び同年８月１日の随時改定取消しの処理がさ

かのぼって行われていることが確認できる。 

   また、社会保険庁のオンライン記録により、Ａ社は、平成５年７月 31

日に、厚生年金保険の適用事業所ではなくなっていたことが確認できるが、

上記のとおり、訂正処理前の記録から、同日において、同事業所が適用事

業所としての要件を満たしていたものと認められることから、適用事業所

でなくなったとする処理を行う合理的な理由は見当たらない。 



これらを総合的に判断すると、申立人について、平成５年７月 31 日に

資格を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無く、当該資格喪失処理に係

る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は同

年 11 月 12 日であると認められる。 

なお、平成５年７月から同年 10 月までの標準報酬月額については、社

会保険庁のオンライン記録から、20 万円とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、平成５年 11 月 12 日から６年３月 17 日までの

期間については、元同僚の証言及び雇用保険の加入記録から、勤務してい

ることは確認できるが、元同僚は、所持している給与明細書から厚生年金

保険料が給与から控除されていたのは、５年 10 月分までであったとして

いる上、同年 10 月の初・中旬ごろに全従業員が集められ、経営者等から

国民年金に切替えを行うよう説明があり、申立人も同席していたと証言し

ている。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



宮城厚生年金 事案 756 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係

る記録を昭和 41 年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万

6,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年５月１日から同年７月１日まで 

    私は、Ａ社に本採用するとのことで、昭和 41 年５月１日に入社した

が、同日から同年７月１日までの厚生年金保険被保険者としての記録が

無いと社会保険事務所から回答があった。 

Ａ社の会長Ｂ氏に電話で確認したところ、「入社と同時に加入してい

る。」との回答があったので申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持するＣ社作成の退職金計算書、当時の上司及び同僚の証言

等から判断すると、申立人は、昭和 41 年５月１日からＡ社に勤務し、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社における

昭和 41 年７月の社会保険事務所の記録から２万 6,000 円とすることが妥

当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は保険料を納付したか否かについて不明としているが、雇用保険及

び厚生年金保険の記録における資格取得日が同じであり、公共職業安定所

及び社会保険事務所の双方が誤って同じ資格取得日と記録したことは考え

難いことから、当該社会保険事務所の記録どおりの届出が事業主から行わ

れ、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 41 年５月及び同年

６月の保険料の納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



宮城厚生年金 事案 760 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係

る記録を昭和 30 年３月９日に、資格喪失日に係る記録を 33 年 11 月１日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額については、30 年３月及び同年４月

は 8,000 円、同年５月から 33 年 10 月までは 5,000 円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30 年３月９日から 33 年 11 月１日まで 

    厚生年金保険加入期間について社会保険事務所に照会したところ、申

立期間について、Ａ社の記録が無い旨の回答をもらった。 

    私は、会社設立当初から販売外交員で、しかも正社員として勤務して

おり、ほぼ同時期に入社した同僚及びその後に入社した７人の同僚は、

いずれも販売外交員として同じ仕事、待遇であったにもかかわらず、私

だけが厚生年金保険に加入していないことは納得がいかない。 

申立期間について厚生年金保険に加入していたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人の同僚の証言並びに当時のＡ社の従業員及び業務内容に関する申

立人の記憶、さらに、当時の同僚と一緒に撮った写真から、申立人が申立

期間においてＡ社に勤務していたことが認められる。 

   また、申立人と同じ販売外交員として、ほぼ同時期に入社した同僚及び

その後に入社した７人の同僚には、厚生年金保険の被保険者としての記録

が存在する。 

   さらに、申立人及び同僚が証言した当時のＡ社の従業員数と社会保険事

務所の記録上の厚生年金保険被保険者数がおおむね一致するため、当時、



Ａ社においては、販売業務にかかわるほぼすべての従業員が厚生年金保険

に加入していたと考えられる。 

   これらを総合的に判断すると、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、同時期に入社した同僚の社

会保険事務所の記録から、昭和 30 年３月及び同年４月は 8,000 円、同年

５月から 33 年 10 月までは 5,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ａ社は、既に解散しており、当時の事業主とも連絡が取れないことから、

これを確認することはできないが、申立期間に係る当該事業所の健康保険

厚生年金保険被保険者名簿の健康保険の整理番号に欠番が無いことから、

申立人に係る社会保険事務所の記録が失われたことは考えられない上、仮

に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、

その後被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いず

れの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録しておらず、これは

通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ

資格の得喪に係る届出は行われていないと認められ、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る昭和 30 年３月から 33 年 10 月までの保険料につ

いての納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



宮城厚生年金 事案 761 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係

る記録を平成 18 年４月 10 日に、資格喪失日に係る記録を同年５月 11 日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 61 年生 

  住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 平成 18 年４月 10 日から同年５月 11 日まで 

    私は、Ａ社に平成 18 年４月 10 日から同年５月まで勤務していたが、

厚生年金保険の加入記録を確認したところ、申立期間について加入記録

が無いことが判明した。申立期間の給与支給明細書があるので、厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主が保管する申立人の履歴書、申立人が所持する採用証明書及び給

与支給明細書により、申立人が平成 18 年４月 10 日から同年５月 10 日ま

で、当該事業所に勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与支給明細書の保険料控

除額から 20 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、「申立てどおりの届出を行っていないと考えられる。」として

おり、また、社会保険庁のオンライン記録では当該事業所の被保険者の健

康保険整理番号に欠番が見当たらないことから、申立人に係る社会保険事

務所の記録が失われたことは考えられない上、仮に事業主から申立人に係

る被保険者資格取得届が提出された場合は、その後被保険者の資格喪失届

を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険



事務所が当該届出を記録しておらず、これは通常の事務処理では考え難い

ことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行わ

れておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る平成 18 年４月

の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



宮城厚生年金 事案 762 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立期間に係る標準報酬月額

を 44 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

  住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年９月１日から９年９月 16 日まで 

    社会保険事務所から平成８年９月１日から標準報酬月額が 24 万円と

説明がありましたが、実際は前年と同じ給料で 42 万円から 45 万円ぐら

いと記憶しています。 

給料は毎月同じ金額が振り込まれ、源泉徴収票も前年と同様の金額が

記載されていたと思うので、申立期間の標準報酬月額を 44 万円に訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、当初、申立人の標準報酬月額を、

申立人が主張する平成８年９月から９年８月までは 44 万円と記録されて

いたところ、Ａ社が適用事業所に該当しなくなった日（同年９月 16 日）

の後の同年 10 月 29 日付けで、８年９月から９年８月までの期間、申立人

の標準報酬月額を 24 万円に遡及
そきゅう

して引き下げられていることが確認でき

る。 

なお、申立人は、「当該事業所の取締役であったが、Ｂ市に在住し営業

所長として一人でこの地方の営業を担当しており、社会保険等については

本社にいる事業主及び取締役である事業主の妻並びに社会保険労務士が行

っており、このような遡及
そきゅう

訂正については知らなかった。」と述べている。 

さらに、同僚は、「申立人は、営業の仕事をしており、当該事業所の社

会保険関係の業務については、事業主の妻が行っていた。」と証言してい

る。 



これらを総合的に判断すると、かかる訂正処理を行う合理的な理由は無

く、申立期間において有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の

申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た

とおり、44 万円に訂正することが必要であると認められる。 

 



宮城国民年金 事案 928 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年９月の国民年金保険料については、還付されていな

いものと認めることはできない。 

また、昭和 54 年 10 月から 55 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 54 年９月 

② 昭和 54 年 10 月から 55 年３月まで 

    国民年金保険料は妻が管理しており、私が厚生年金保険に加入してい

ることを妻は知らないまま、申立期間①及び②について、妻の分と一緒

に継続して納付していた。また、申立期間①については還付金を受け取

った記憶は無い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、昭和 54 年９月から 55 年３月まで厚

生年金保険に加入していた一方で、54 年９月は重複して国民年金保険料

を納付していたところ、Ａ市が保管する国民年金被保険者名簿（紙名簿）

によると、申立人は国民年金被保険者資格を同年９月 21 日に喪失し、当

該情報を同年 12 月１日に国民年金保険料を管理する電算システムに入力

したことが記録されている上、同名簿には、重複して納付された同年９月

の国民年金保険料（3,300 円）は還付されることが記録されている。 

また、社会保険事務所が保管する申立人の特殊台帳によると、「還付

54.９ 3,300 円（喪失） 55.１.11」の記載があることから、申立人の

国民年金被保険者資格の喪失に伴い、昭和 54 年９月の国民年金保険料が

55 年１月 11 日に還付されたと推認され、上記名簿と符合している。 

申立期間②については、申立人の国民年金保険料を納付していたとする

申立人の妻は、昭和 54 年 12 月４日に、同年 10 月から同年 12 月までの妻

の保険料を納付しているが、申立人の資格喪失の手続が行われたのは同年



12 月１日以前であると推認されることから、申立期間の保険料を納付し

ていたとは考え難い。 

また、申立人の妻は、昭和 55 年３月３日に、同年１月から同年３月ま

での保険料を納付しているが、この時点では、申立期間①の保険料の還付

を受けた後であることから、申立期間②の保険料を納付したとは考え難い。 

さらに、申立人の妻が、申立期間②の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は申立期間①の国民年金保険料を還付されていないもの

と認めることはできず、また、申立期間②の国民年金保険料を納付してい

たものと認めることはできない。 



宮城国民年金 事案 929 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58 年 12 月から 61 年１月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年 12 月から 61 年１月まで 

私が、二十歳の時に、私の母が国民年金の加入手続をして保険料を納

付してきた。 

昭和 59 年１月ごろ、国民年金の再加入の手続をし、申立期間の保険

料を市役所や金融機関で納付し、領収書を受け取ったことを覚えており、

私の友人も、私が「保険料を納付に行く。」と言っていたことを覚えて

いる。保険料の納付を証明する資料は無いが、納付済期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市が保管する国民年金被保険者名簿によれば、申立人は申立期間に国

民年金に加入した記録となっているが、これは、申立人が平成 14 年４月

16 日に国民年金の再加入を届け出た時に、同市が社会保険事務所に厚生

年金保険の加入履歴を照会したところ、国民年金に未加入であることが判

明したため、申立期間にさかのぼって加入させたものであり、申立期間当

時は未加入であったことから、納付書の発行や納付勧奨も無く、国民年金

保険料を納付することはできない。 

また、申立人は、申立期間に再加入の手続及び保険料の納付を行った記

憶があり、申立期間当時の同僚も、再加入の手続や保険料の納付を行わな

ければならないことを申立人が話していたと証言をしているが、いずれも

納付状況等については明確でない上、申立人が、申立期間に係る国民年金

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）や納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 930 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年４月から 47 年 11 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 42 年４月から 47 年 11 月まで 

    私は、Ａ町（現在は、Ｂ市）に転居して約１年後の昭和 42 年４月に、

町内会の班長に勧められて国民年金に加入し、毎月 100 円を集金に来て

いた班長の妻に渡していたのに、未加入になっているのはおかしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人がＡ町において加入手続を行った事実は確認できない上、社会保

険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿によれば、申立人の国民

年金手帳記号番号は昭和 47 年 12 月５日にＣ市（現在は、Ｄ市）で払い出

されているとともに、Ｄ市が保管する国民年金被保険者名簿及び申立人が

所持する年金手帳によれば、同日に資格を取得（任意加入）していること

から、申立期間は未加入期間であり、国民年金保険料を納付することがで

きない。 

また、申立期間について、申立人が国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人が記憶している

納付金額は当時の国民年金保険料額と相違しており、ほかに保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人に対して、別の国民年金手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 931 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年 12 月から 53 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年 12 月から 53 年 12 月まで 

国民年金保険料納付記録について照会したところ、申立期間は未加入

期間であるとの回答をもらった。 

会社を退職後、国民年金に加入して保険料を納付していたので、回答

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する年金手帳及びＡ市が保管する国民年金被保険者名簿に

よると、申立人が初めて国民年金の被保険者資格を取得したのは昭和 54

年１月９日であり、申立期間は未加入期間となることから、申立期間に係

る納付書は発行されなかったものと考えられる。 

なお、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 54 年１月 31 日に払い出さ

れていることから、その時点で申立期間の一部は既に時効により納付する

ことができない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

また、手帳記号番号が払い出された時期は、第３回特例納付の実施期間

であるが、申立人は、保険料をさかのぼって、まとめて納付したことは無

いとしている。 

このほか、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 932 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年３月から４年１月までの期間及び６年３月の国民年金

保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年３月から４年１月まで 

             ② 平成６年３月 

    国民年金に任意加入していた 59 歳のころ、60 歳から 65 歳まで保険

料を継続して納められると聞いたので、60 歳以降も国民年金の保険料

の納付を継続したが、年金の記録では平成元年３月から４年１月まで、

及び６年３月は国民年金に未加入で保険料は納付されていないとの回答

を受けた。 

    しかし、この期間はＡ市役所庁内の銀行で、また、区役所ができてか

らはＢ区役所やＣ区役所の窓口で、保険料を自分で毎年１年分前納して

いたので、未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、Ａ市が管理する国民年金被保険者名簿（電子デ

ータ）によれば、申立人が満 60 歳以降に国民年金の任意加入に係る被保

険者資格を取得したのは平成４年２月 27 日であり、申立人が所持してい

る年金手帳の国民年金の記録及び社会保険庁のオンライン記録とも一致し

ていることから、未加入期間となり、保険料の納付書は発行されていなか

ったものと考えられる。 

   また、申立期間に係る国民年金任意加入被保険者となるための加入手続

について、申立人は、手続が必要だったとは知らなかったとする一方で、

手続を本人の住所地を管轄しないＢ区役所で行ったなどと、一貫しない説

明をしており、加入手続を行っていたことをうかがわせる事情は見当たら

ない。 

   申立期間②については、申立人が満 65 歳に達して国民年金任意加入被



保険者の資格を喪失し、制度上保険料を納付できない月であることから、

申立人がＣ区役所から交付された平成５年度の納付書には、平成６年３月

の保険料は除外されていたものとみられる。 

   このほか、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 933 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年３月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年３月 

    退職してから再就職するまでの間の昭和 60 年３月は、国民年金の保

険料は未納との回答を社会保険庁から受けた。 

    記憶が定かではないが、昭和 60 年３月中旬以降のいずれかの時に、

区役所又は社会保険事務所で国民年金の加入手続をして、保険料を納付

していたはずなので、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持している年金手帳には、申立期間に係る国民年金被保険者

の資格を取得した日付の欄に昭和 60 年３月 10 日と手書きされ、「Ａ市Ｂ

区」のスタンプが押されていることから、同日付が記載されたのは、Ｂ区

役所が業務を開始した平成元年４月以降であると推認できる。 

   また、Ａ市が管理する国民年金被保険者名簿（電子データ）によれば、

申立期間の国民年金被保険者の資格取得の処理日は、平成２年 10 月 19 日

とされていることから、申立人が、同年 10 月ごろにＢ区役所で国民年金

の加入手続を行った際、昭和 60 年３月 10 日にさかのぼって被保険者資格

を取得した処理がなされたことがうかがわれる。 

   さらに、平成２年 10 月の時点では、申立期間に係る国民年金保険料は

時効により納めることができない。 

   このほか、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 937 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年３月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 43 年３月から 47 年３月まで 

    昭和 43 年３月から 47 年３月までの国民年金保険料の免除申請手続を

Ａ市で行い、ハガキが届いた記憶もある。その後も国民年金保険料を納

付できない時は、免除申請手続をしており、Ｂ市からは電話で返事をも

らっていた。 

Ａ市で免除申請をした期間は、未納になっているが、免除申請したの

は間違いないので、申立期間を保険料の免除期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立

人の手帳記号番号は、昭和 48 年３月６日に払い出された記録となってい

ることから、制度上、この時点から申立期間にさかのぼって免除申請する

ことはできない。 

また、申立人が国民年金保険料の免除申請をしたとするＡ市では、申立

人に関する国民年金被保険者名簿が無く、申立人が免除申請したかどうか

確認することができない。 

さらに、申立人が申立期間について国民年金保険料を免除申請していた

ことを示す関連資料（申請書、承認通知書等）は無い上、申立人に対し別

の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認

めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 757 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①については、厚生年金保険被保険者として、その

主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 

また、申立期間②については、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 58 年７月１日から 60 年３月 21 日まで 

             ② 昭和 60 年３月 21 日から同年４月１日まで 

私は、申立期間①について、Ａ事業所（Ｂ社）に勤務していたが、標

準報酬月額が誤っている。昭和 58 年９月以降の給与振込みの記載があ

る預金通帳を持っているので確認していただきたい。 

    また、申立期間②について、常勤職員から非常勤に変更になったのは、

昭和 60 年４月からなので、資格喪失日は同年３月 21 日ではなく同年４

月１日が正しいと思われるとともに、標準報酬についても確認していた

だきたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人から提出のあった申立人名義の預金通帳

の写しから、申立人のＢ社における給与の手取り支給額は確認できるが、

給与明細書等の関連資料が存在しないことから、申立期間に係る厚生年金

保険料控除額及び報酬の総額を確認することができない。 

また、申立人の元同僚が保管する当該期間の給与明細書において確認で

きる保険料控除額に見合う標準報酬月額は社会保険事務所の記録上の標準

報酬月額と一致しており不自然さは無い。 

さらに、申立人の標準報酬月額が遡及
そきゅう

して大幅に引き下げられているこ

ともなく、申立人以外の従業員の標準報酬月額と比較しても特に不自然な

点は見当たらない。 



このほか、申立人が申立期間において、その主張する標準報酬月額に相

当する厚生年金保険料を控除されていたことについて確認できる関連資料

は無い。 

一方、申立期間②については、別の元同僚は、当時申立人が勤務してい

たことは覚えているが、申立人がいつまで勤務していたかは定かでない旨

回答している。 

また、Ａ事業所を運営していたＢ社は、平成 19 年４月１日に厚生年金

保険の適用事業所ではなくなっている上、当時の取締役に聴取したが、当

時の関係資料は無く、申立人の勤務期間についても記憶に無いとの回答を

得た。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料や周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①については、申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間

においてその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。また、申立期間

②については、申立人が厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 758 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36 年６月から 39 年３月 15 日まで 

私は、伯父の紹介でＡ社に入社し、昭和 36 年６月から 40 年２月 15

日まで勤務したが、そのうち 36 年６月から 39 年３月 15 日までの厚生

年金保険の記録が無いので、厚生年金保険被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社における同僚の回答から判断すると、申立人が申立期間に同社に勤

務していたことは推認できる。 

しかし、当該事業所は既に解散し、事業主も既に死亡していることから、

当該事業所における申立人の勤務実態や厚生年金保険の加入状況について

の事実を確認することはできない。 

また、申立期間当時に、当該事業所で厚生年金保険に加入している従業

員９名に照会したところ、５名は申立人を記憶しておらず、他の４名は申

立人を覚えているものの、申立人の勤務期間や厚生年金保険の加入状況に

ついては不明と回答している。 

さらに、同僚は、当該事業所では厚生年金保険には希望者だけを加入さ

せていたことや入社してから一定期間経過後に加入させていたことを証言

していることから、当時の事業主は、すべての従業員を入社後直ちに厚生

年金保険に加入させていたわけではなかったことがうかがえる。 

加えて、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが確認できる給与明細書等の関連資料は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 759 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年４月 16 日から 55 年１月 20 日まで 

    私は、Ａ社のＢ店で昭和 55 年１月まで勤務していたが、厚生年金保

険被保険者期間としての記録が 53 年３月１日から同年４月 16 日までと

なっているので、申立期間についても調べていただきたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

元同僚の証言から、申立人は、Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、申立期間も含めて当該事業所に勤務していた元同僚は、申立人

と一緒に勤務していたが、申立人の退社時期は覚えていないと回答してい

る。 

また、雇用保険の記録によると、申立人の当該事業所における離職日は

昭和 53 年４月 15 日となっている。 

さらに、申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年５月 19 日以降の期間に

ついて、夫が加入する共済組合の被扶養者の認定を受けており、この期間、

厚生年金保険の被保険者であったことは考え難い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


